
 

 

「訪問型サービスＡ」重要事項説明書 

 

サービスの提供にあたり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の

留意事項等を説明します。 

＜令和８年４月１日現在＞ 

１ 事業者 

名 称 社会福祉法人 多久市社会福祉協議会 

所 在 地 佐賀県多久市北多久町大字小侍４５番地の３１ 

電 話 番 号 ０９５２－７５－３５９３ 

代 表 者 氏 名 会長  藤 田 和 彦 

設 立 年 月 日 昭和４３年１０月２２日 

 

２ 事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 社会福祉法人多久市社会福祉協議会 

介 護 保 険 指 定 

開設(指定)年月日 

・指定訪問介護事業所       平成１２年４月１日 

・介護予防・日常生活支援総合事業 第 1号訪問事業 

         平成１８年４月１日 

事 業 所 番 号 佐賀県指定 第４１７０４０００２４号 

事業所の所在地 佐賀県多久市北多久町大字小侍４５番地の３１ 

電 話 番 号 ０９５２－７５－３５９３ 

管 理 者 氏 名 在宅福祉課  古 賀 祐 子 

事業の実施地域 
多久市全域（ただし、事業所が必要と認め、訪問従事
可能な場合はこの限りではありません） 

 

３ 事業の目的と運営方針 

事 業 の 目 的 

 訪問型サービスの適正な運営を確保するため、人員及び管

理運営に関する事項を定め、要支援状態又は事業対象者にあ

る高齢者等に対し、適正なサービスを提供することを目的と

しています。 

事業所の運営方針 

利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持

若しくは改善を図り、又は要介護状態になることを予防し、

自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護その他

の生活全般にわたる支援を行います。 

利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできること

は利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めます。 

事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援セン

ター、居宅介護支援事業者、地域の保健･医療及び福祉サー

ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め

ます。 



 

 

 

４ 営業日及び営業時間及びサービス提供可能な日と時間帯 

営業日及び営業時間 

月曜日から金曜日まで 

(ただし、国民の祝日及び１２月２９日～１月３日を除く。)  

午前８時３０分～午後５時１５分まで 

サービス提供日及び 

サービス提供時間 

月曜日から金曜日まで 

午前８時３０分～午後５時１５分まで 

※ただし、法人会長が必要と認めた場合はこの限りではありません。 

 

５ 職員の体制 

（１）事業所では、ご利用者に対して訪問型サービスを提供する職員として、以下

の職員を配置しています。 

 ≪主な職員の配置状況≫  ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職 種 常 勤 非常勤 指定基準 

１ 管理者 １名  ―    １名 

２ サービス提供責任者 １名 １名  １名 

３ 訪問介護従事者 １名 １０名 
２．５名 

（常勤換算） 

     

     

     

               

 

介護福祉士 １名 ５名 

介護福祉実務者研修修了者 名 ０名 

介護福祉初任者研修修了者 名 ５名 

 （２）サービス提供の責任者は下記のとおりです。サービスの利用にあたって、

ご不明な点やご要望などがありましたら、何でもお申し出ください。 

サービス提供責任者     在宅福祉課  

 

 

６ 提供するサービスの内容と利用料金 

当事業所ではご利用者に対して訪問し、サービスを提供します。 

（１）介護保険給付の対象となるサービス 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

訪問介護計画の作成 

利用者に係る介護予防支援事業者等が作成した介護予防サ

ービス支援計画（又は介護予防ケアプラン）に基づき、利用

者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目

標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問型サービス

計画を作成します。 



 

 

身
体
介
護 

起床・就寝介助 ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 

排 せ つ 介 助 排せつの介助、おむつ交換を行います。 

身 体 整 容 日常的な行為としての身体整容を行います。 

食 事 介 助 食事介助を行います。 

更 衣 介 助 上着、下着の更衣の介助を行います。 

入 浴 介 助 
入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪など

を行います。 

体 位 変 換 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 

服 薬 介 助 
配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行いま

す。 

移動・移乗介助 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 

通院・外出介助 通院・外出介助などを行います。 

そ の 他 その他必要な身体介護を行います。 

生
活
援
助 

調 理 利用者の食事の用意を行います。 

洗 濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

掃 除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

買 い 物 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

薬 の 受 け 取 り 薬の受け取りを行います。 

衣 類 の 整 理 衣類の整理を行います。 

（２）利用者負担額 

 利用した場合の基本利用料は、以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基

本利用料に対して、介護保険負担割合証に記載の割合（１～３割）に応じた額です。 

サービス 

の内容 
対象者 

単位数 

利用者負担金 
（１割） 

訪問型独自 

サービス 11 

１月に週 1 回程度

の訪問 

・事業対象者 

・要支援１・２ 
1,176単位(円) 

訪問型独自 

サービス 12 

1月に週 2回程度の

訪問 

・事業対象者 

・要支援１・２ 
2,349単位(円) 

訪問型独自 

サービス 13 

1月に週 2回を超え

る程度の訪問 
・要支援２ 3,727単位(円) 

※利用者負担額は、『介護保険負担割合証』に基づき決定します。負担割合証変更の際

は、遅延なくお知らせ下さい。 

※上記利用料は１ヶ月あたりの料金です。（上記単位は、１割負担の額です。） 



 

 

≪利用料金加算について≫ 

加算項目 加算要件 加算額 

初回加算 
新規に訪問型サービス計画を作成した利用者に対

し、サービス提供した場合。 

初回月 

200 単位(円) 

特定事業所 

加算Ⅱ 

サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観

点から、人材や質の確保、介護職員の活動環境の

整備、重度要介護者への対応などを行っている事

業所に認められる加算です。 

所定単位数の 

10.0％ 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅰ 

介護職員等の処遇の改善をするために、賃金改善

や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められ

る加算です。 

所定単位数の 

24.5％ 

 

≪利用料金のお支払方法≫ 

前記の料金・費用は１ヶ月ごとに計算し請求しますので、翌月末日までに以下の

いずれかの方法でお支払いください。 

ア．現金払い 

イ．金融機関口座からの自動引き落とし 

ご利用できる金融機関：ゆうちょ銀行・ＪＡさが 

＊２５日に引き落とし（再引き落としは、翌月５日） 

 

 ≪利用の中止、変更、追加≫ 

※利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。 

但し、ご利用者の体調不良等正当な理由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無 料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 
当日ケアプランにもとづくサ

ービス総費用の ２０％ 

※ご利用者はいつでも、サービスの内容を変更するよう申し出ることができます。介

護予防サービス計画又は介護予防ケアプランの範囲内であり、契約の目的に反する

など変更を拒む正当な理由がない限り、速やかにサービスの内容を変更します。 

※提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、そのサ

ービスの内容及び利用料を具体的に説明し、ご利用者の同意を得ます。 

 

７ サービスの利用に関する留意事項 

（１）訪問型サービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを

提供します。 

（２）訪問介護員の交替 

①ご利用者からの交替の申し出 

     選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業

務上不当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事



 

 

業所に対して訪問介護員の交替を申し出ることが出来ます。但し、ご利用

者からの特定の訪問介護員の指名は出来ません。 

   ②事業所からの訪問介護員の交替 

    事業所の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

    訪問介護員を交替する場合はご利用者及びその家族に対してサービス利用

上不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

（３）サービス実施時の留意事項 

   ①定められた業務以外の禁止 

     ご利用者は『６．提供するサービスの内容と利用料金 』で定められたサ

ービス以外の業務を事業所に依頼することは出来ません。 

②訪問型サービスの実施に関する指示・命令 

     訪問型サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業所が行います。

但し、事業所は訪問型サービスの実施にあたって利用者の事情･意向に十分

に配慮するものとします。 

③備品などの使用 

    訪問型サービス実施のために必要な備品等（水道･ガス･電気を含む）は

無償で使用させていただきます。また、訪問介護員が事業所に連絡する場

合の電話等も使用させていただきます 

（４）訪問介護員等の禁止行為 

訪問介護員等はご利用者に対する訪問型サービスの提供にあたって、次に

該当する行為は行いません。 

①医療行為又は医療補助行為 

②利用者又はその家族の金銭･預貯金通帳･証書･書類等の預かり 

③利用者又はその家族等からの金銭又は物品などの授受 

④利用者の家族等に対する訪問型サービスの提供 

⑤利用者の居宅での飲酒・喫煙 

⑥利用者又はその家族等に対して行う宗教活動・政治活動・営利活動 

⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 

  (利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむ得ない場合を

除く) 

⑧その他ご利用者又はその家族に行う迷惑行為 

 

８ サービス利用にあたっての禁止事項について 

  利用者及びその家族等は、訪問介護員等に対して、下記の行為が確認された場合、

直ちにサービスを終了させて頂くことがあります。 

①職員に対して行う暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷など 

②パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為 

③サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断で SNS 等に掲載す

ること 

④その他、迷惑行為に関すること 

※利用者が酒酔い状態の場合は、サービスの提供を行いません。 



 

 

 

９ 身分証携行義務 

訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から

提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

１０ 暴力団による不当な行為の防止等について 

事業所を運営する法人の役員、管理者及びその他従業者は暴力団員ではありませ

ん。また、事業所の運営について暴力団の支配を受けません。 

 

１１ 虐待の防止について 

事業者は虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。 

（１）虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者へ周知します。 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備します。 

（４）従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

（５）虐待の防止に関する責任者を設置します。 

 

１２ 身体拘束に関して 

（１）事業所はサービスの提供に当たっては、利用者又はその関係者の生命又は身

体を保護するためやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行いません。 

（２）事業者はやむを得ず身体拘束等を行う場合はその態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録し、

利用者から同意を得ます。 

（３）事業者は身体拘束の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。 

①身体拘束等の適正化委員会を定期的に開催し、その結果について従業者へ周

知します。 

②身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

③従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

 

１３ 業務継続計画の策定等 

 （１）事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの

提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従

い必要な措置を講じます。 

（２）事業者は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修

及び訓練を定期的に実施します。 

（３）事業者は、業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行います。 

 

 



 

 

１４ 感染症対策について 

  事業者は事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、

次の各号に掲げる措置を講じるものとします。 

（１）事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会の定期的に開催し、その結果について従業者へ周知します。 

（２）事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整

備します。 

（３）事業所において従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１５ 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する

法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものと

します。 

（２）事業所及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の

秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

（３）また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても

継続します。 

（４）事業所は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるた

め、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持す

るべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

（５）事業所は、他のサービス事業所等に対して、利用者及びその家族に関する情報

を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るもの

とします。 

 

１６ 緊急時における対応方法 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やか

に医療機関に連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

主
治
医 

主 治 医 氏 名  

医 療 機 関 名  

所   在   地  

電 話 番 号  

緊
急
連
絡
先 

氏       名                 続柄 

住       所  

電 話 番 号  

 



 

 

１７ 事故発生時の対応について 

利用者に対する訪問型サービスの提供により、事故が発生した場合には、利用者

に対し応急措置、医療機関への搬送等の必要な措置を講じるとともに、速やかに利

用者の家族等関係機関等に連絡を行います。 

 また、利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場

合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

１８ 苦情相談の受付について 

 （１）当事業所における苦情の受付け及びサービス利用等のご相談は以下の専用窓

口で受け付けます。 

 ・苦情相談受付担当  多久市社会福祉協議会 在宅福祉課長 

 ・受付時間      毎週月曜日～金曜日  ８：３０～１７：００ 

 ・電話番号      ０９５２‐７５‐３５９３ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

・多久市役所 高齢・障害者支援課  

（高齢者支援係）  ℡（０９５２）７５-６０３３  

・佐賀県国民健康保険団体連合会 佐賀県佐賀市呉服元町７-２８ 

  （介護保険係）   ℡（０９５２）２６-１４７７ 

・佐賀中部広域連合 事務局 佐賀県佐賀市白山二丁目１番１２号 

（佐賀商工ビル５階） 

     ℡（０９５２）４０-１１１１（代表） 

受付時間 平日午前８時３０分～午後５時１５分（祝日・年末年始を除く） 

 

１９ 第三者評価について 

当事業所は第三者によるサービスについての評価を実施しておりません。 

 

２０ サービス提供の記録について 

（１）事業所は、サービス提供ごとに、そのサービスの提供日、内容等について記

録を行い、サービス提供の終了時に利用者に内容のご確認をいただきます。内

容に間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。また、利用者の確認

を受けた後は、その控えを利用者に交付します。サービス提供の記録は、提供

日より５年間保存します。 

（２）利用者の記録や情報の管理、開示について 

 事業所は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用

者の求めに応じてその内容を開示します。 


